
か
ぜ
や
発
熱
、
軽
度
の
け
が
な
ど
の
一
次
（
初
期
）救
急
医
療
は
、

市
医
師
会
の
救
急
当
番
医
が
そ
れ
ぞ
れ
の
医
院
で
診
療
し
、

緊
急
の
手
術
や
入
院
な
ど
が
必
要
な
患
者
さ
ん
の
二
次
救
急
医
療
は
市
民
病
院
で
行
い
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

健
康
づ
く
り
推
進
課
健
康
推
進
係

2
４
２-

７
２
７
７

市
民
病
院
医
事
課
医
事
係

2
４
３-

２
５
１
１
（
代
表
）

医院
救急当番医
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開
業
医
と
市
民
病
院
の
連
携

近
年
、
救
急
外
来
を
利
用
す
る
患
者
さ

ん
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
市
民
病
院
で
は
、

特
に
夜
間
の
患
者
さ
ん
が
多
く
、
時
間
外

（
午
後
５
時
か
ら
翌
日
午
前
８
時
30
分
ま

で
）
の
約
８
割
が
午
後
５
時
か
ら
午
後
10

時
ま
で
の
時
間
帯
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

１
人
の
医
師
が
１
か
月
に
３
、
４
回
の
当

直
勤
務
が
あ
り
、
翌
日
も
引
き
続
き
診
療

を
す
る
な
ど
、
医
師
へ
の
負
担
が
大
変
重

く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
考
慮
す
る
中
で
、
市

と
市
医
師
会
で
は
、「
袋
井
市
救
急
対
策

委
員
会
」
を
設
け
て
、
救
急
医
療
の
体
制

を
検
討
し
、
10
月
１
日
(日)
か
ら
、
市
医
師

会
と
市
民
病
院
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
分

担
し
な
が
ら
救
急
医
療
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
し

た
。ご

理
解
と

ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

救
急
当
番
医
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

◇
救
急
診
療
を
受
け
る
時
は
、
必
ず
電

話
で
症
状
な
ど
を
当
番
医
に
連
絡
し

て
か
ら
受
診
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

〈
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
〉

午
後
５
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
、
発

熱
や
軽
度
の
け
が
な
ど
の
一
次
救
急
医

療
は
、
市
医
師
会
の
救
急
当
番
医
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
医
院
で
診
療
し
ま
す
。

市
民
病
院
で
は
、午
後
５
時
か
ら
午
後

10
時
ま
で
、
二
次
救
急
医
療
に
専
念
し

ま
す
。
救
急
車
に
よ
る
搬
送
の
患
者
さ

ん
と
救
急
当
番
医
か
ら
依
頼
の
あ
っ
た

患
者
さ
ん
の
み
の
診
療
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
以
外
の
診
療
は
、
ご
遠
慮
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

午
後
10
時
か
ら
翌
日
の
午
前
８
時
30

分
ま
で
は
、
す
べ
て
救
急
の
患
者
さ
ん

を
診
療
し
ま
す
が
、
手
術
や
入
院
治
療

を
必
要
と
す
る
重
症
の
患
者
さ
ん
を
最

優
先
で
診
療
し
ま
す
。

〈
土
曜
日
〉

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
は
、

救
急
当
番
医
が
そ
れ
ぞ
れ
の
医
院
で
一

次
救
急
医
療
の
診
療
を
行
い
ま
す
。

市
民
病
院
で
は
、
24
時
間
体
制
で
、

一
次
・
二
次
救
急
医
療
の
診
療
を
行
い

ま
す
。

〈
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
〉

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
は
、

救
急
当
番
医
が
そ
れ
ぞ
れ
の
医
院
で
一

次
救
急
医
療
の
診
療
を
行
い
ま
す
。

市
民
病
院
で
は
、
24
時
間
体
制
で
、

一
次
・
二
次
救
急
医
療
の
診
療
を
行
い

ま
す
。

内
科
系
と
外
科
系
の
開
業
医
が

「
救
急
当
番
医
」

市
医
師
会
に
加
入
す
る
「
内
科
系
医

院
」
と
「
外
科
系
医
院
」
の
２
つ
の
医
院

が
、
毎
日
当
番
制
に
よ
り
診
療
し
ま
す
。

救
急
当
番
医
は
、
毎
月
本
紙
15
日
号

で
翌
月
の
当
番
医
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http:

//w
w
w
.city.fukuroi.shizuoka.jp/

）

「
夜
間
・
休
日
の
救
急
当
番
医
」
や
テ
レ

ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
2
４
２-

７
１
５
１
）

で
も
案
内
し
て
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
救
急
当
番
医
の
地
図
を
見
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

救
急
当
番
医
の
場
所
や
電
話
番
号
な

ど
は
、「
救
急
医
療
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。「
救
急
医
療
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
」
は
、
９
月
15
日
か
ら
自
治
会
を

通
じ
て
各
家
庭
に
配
布
し
ま
す
。
袋

井
・
浅
羽
保
健
セ
ン
タ
ー
や
市
役
所
、

支
所
で
も
配
布
し
ま
す
。

午前0時
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
正午
午後1時
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

市民病院 救急当番医

通常
診療

一
次
・
二
次
救
急

一
次
・
二
次
救
急

月
〜
金
曜
日（
祝
日
は
除
く
）

土
曜
日

日
曜
日
、祝
日
、年
末
年
始

二次
救急

通常
診療

午前9時

一次
救急

通常
診療

午前9時

一次
救急
午後5時

一次
救急

午前9時

午後5時

一
次
・二
次
救
急

午後1時

月曜日の
午前8時30分まで

午後10時

午後5時 午後5時

午後10時

午前0時
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
正午
午後1時
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

午前0時
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
正午
午後1時
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

午前0時

金曜日の
午後10時から

3

10/1
から

平成18年

一
次
（
初
期
）
救
急
医
療
…
か
ぜ
や
発

熱
、
腹
痛
、
軽
度
の
け
が
な
ど
日

常
的
な
疾
病
の
治
療
を
行
う
も
の
。

二
次
救
急
医
療
…
手
術
や
入
院
な
ど

を
必
要
と
す
る
重
症
救
急
患
者
の

治
療
を
行
う
も
の
。

午前8時30分
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